
 

 

今後の分収林の取扱いについて 

   ＝＝＝分収造(育)林契約者の皆さんと県とを繋ぐ
つな

情報誌＝＝＝ 

                        

（ 裏面もご覧ください ） 

（松田町承継分収林）  

神奈川県では、かながわ森林づくり公社の解散に伴い、平成22年4月に分収造（育）林契約を

引き継ぎ、造林地の整備を進めてまいりました。 

昭和43年に始まった分収造林は、今後、平成29年度から契約期間の満了を迎えていくことと

なりますが、木材価格の長期低迷や、搬出経費の上昇などにより、契約目的である収益の分収

が困難となる契約が出てくることが想定されます。 

そこで、道から遠いなど特に収益の確保が困難と想定される私有林については、来年度以

降、順次契約満了を迎える予定の森林所有者様から意向を確認し、希望に応じて契約満了後に

森林所有者様にとって比較的手間のかからない森林（県民の皆様にとっては水源かん養などの

環境保全機能の高い森林）への誘導を目的とした森林整備手法を導入していく計画です。 

また、道から近い森林や現行の森林整備を希望する森林所有者様との契約については、引き

続き従来どおりの整備を進めていく計画としておりますが、詳しくは、説明会などにより新た

な制度についてお伝えしてく予定ですので今後ともご協力をお願いします。 

 

 次のようなことはありませんか？ 

 該当があれば、右記連絡先までご連絡をお願いします。 
 

◆ 契約者の方（分収林だより宛名方）から相続を受けた。 

◆ 代表者が変更になった。(組合、寺社、会社等で契約されて 

いる場合 

◆ 住所や電話番号などに変更があった。 
 

これらのご連絡がないと、契約者の皆様に将来発生する分収

交付等ができなくなることがあります。 

皆様のご理解とご協力をお願いします。 
 

契約内容などにご不明な点がありましたら、お気軽に右記ま

でご連絡ください。 

契約者のみなさまへ、神奈川県からのお願いです 

 

連絡先 
 

 神奈川県自然環境保全センター 

 森林再生部 分収林課 
 

  〒243-0121 

   厚木市七沢657 

電話 046-248-6802 
内線251～253  分収林課担当まで 

（受付時間 平日8：30～17：15） 
 

ファックス 046-248-0737 

神奈川県自然環境保全センター 

   平成28年3月 ～第6号～ 

  分収林だより 

 年1回発行 



 

 

 

工種別
平成23年度
 （実績）

平成24年度
 （実績）

平成25年度
 （実績）

平成26年度
 （実績）

平成27年度
 （見込）

平成28年度
 （予定）

間　伐 281ha 225ha 337ha 293ha 316ha 363ha
枝打ち  34ha  85ha  53ha 109ha 51ha 未定

※間伐と枝打ちは同じ箇所で行われる場合があります。 

※平成28年度の枝打ちについては間伐予定箇所の現地調査後に計画します。 

 

承継分収林経営面積約3,300haのうち、平成27年度は316haの間伐を行いました。      

  最近の森林整備状況と予定 

枝打ち作業 

 相模原市緑区長竹 

   集材作業 

松田町寄 

発行者：神奈川県自然環境保全センター 森林再生部 分収林課 

（〒243-0121 神奈川県厚木市七沢657） 

 

発行日：平成28年3月発行 

 

 
「承継分収林」は、かながわ森林づくり公社（平成22

年4月解散）から神奈川県が引き継いだ分収林の名称で

す。 

県では、「かながわ森林再生50年構想」を踏まえ、適

正な管理及び整備を行うことにより、公益的機能の高

い森林づくりに取り組んでいます。 

 


